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生活保護費 月２９万円 韓国３００万ウォン 

朝日新聞  2013年3月6日付朝刊「貧困となりあわせ」 

月29万円の生活保護では、2人の子どもに劣等感を持たせ
ずに育てるのは難しい―― 

○家賃5万4000円 
 

○娯楽費に4万円 

 長女は体操、長男は野球
の月謝や道具、ユニホーム
代、遠征交通費 
 

○被服費が2万円 
 

○交際費が1万1000円 
 

○携帯電話代は2万6000円 
 

○固定電話代2000円 
 

○食費4万3000円 
 

○おやつ代7000円 
 

○貯金1万5380円 
 



知的障害の妹と 
病気の姉が凍死 
生活保護もらえず 



重度障害者を
装った 
年金詐欺 



改正障害者基本法   2011年8月5日公布 

 目的（第１条関係） 

・全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的
人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもの
であるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無に
よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会を実現する。 
  

 障害者の定義（第２条関係） 

・身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）
その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び
社会的障壁（障害がある者にとって障壁となるような事物・
制度・慣行・観念その他一切のもの）により継続的に日常
生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。 



障害者の権利に関する条約 第２条 
合理的配慮（ Reasonable   Accommodation ） 

 障害者が他の者と平等にすべての人
権及び基本的自由を享有し、又は行使
することを確保するための必要かつ適
当な変更及び調整であって、特定の場
合において必要とされるものであり、か
つ、均衡を失した又は過度の負担を課
さないものをいう。 



「合理的配慮」の例 教育の場合 
 

○バリアフリー・ユニバーサルデザイン 
○障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置 
○移動や介助及び学習面を支援する人材の配置 

○指導の方法等について指導・助言する理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保 
○点字、手話等のコミュニケーション手段の確保 
○一人一人に応じたデジタル教材、ICT機器等の利用） 
○障害の状態に応じた教科における配慮 
  ・視覚障害の図工・美術 
  ・聴覚障害の音楽 
  ・肢体不自由の体育等 

2013年度 インクルーシブ教育システム移行？ 



障害者総合支援法 
2013年4月1日施行 

○ 障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生
活を総合的 に支援するための法律（障害者総合支援法）」
とする。  

○法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を
実現するため、 社会参加の機会の確保及び地域社会に
おける共生、社会的障壁の 除去に資するよう、総合的か
つ計画的に行われることを法律の基本 理念として新たに
掲げる。  
○障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。） として、

「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を
加える。  



認
知
症 

６５歳以上、３００万人 厚生労働省2012.8 

高齢認知症は障害者に区分されない 



厚生労働省 「障害者白書 平成24年版」 2012.6 

身体障害 

３６６万３千人 

知的障害 

５４万７千人 

精神障害 

（含発達障害） 

３２３万３千人 

   Ⅰ 現状  １ 障害者区分 

難病者数？ 

744.3万人 



１ 生活全般の支援サービス 

２ 移動・行動の支援サービス 

３ 居住関係の支援サービス 

４ 自立訓練の支援サービス  

５ 就労の支援サービス 

福祉サービス 



自立と共生の地域社会づくり 

～障害のある人が普通に暮らせ、働ける地域社会づくり～ 



居住関係の支援サービス:グループホーム 

障害別グループホーム 

① 世話人による運営 



15 

特別支援教育とは 

個別の支援計画 
ー障がいのある子どもを生涯にわたって支援ー 

特別支援教育→インクルーシブ教育システム 





2003年 2012年 

216,000名 355,000名 

1.64倍 

１０年間 



9.2% 

2012年12月 

7.1% 



厚生労働省 「障害者白書 平成24年版」 2012.6 

雇用と賃金・工賃 

生活保護費２９万円 多い 少ない ？ 



障害年金  程度・受給者 

１級 
 
 
 

２級 
  
 
 

３級 

身
体
障
害 

知
的
障
害 

横田直喜 「障害者に対する所得保障拡充の必要性」 
安田生命生活福祉研究所ホームページ www.myilw.co.jp/life/publication/quartly/pdf/80_04.pdfより引用 

http://www.myilw.co.jp/life/publication/quartly/pdf/80_04.pdf
http://www.myilw.co.jp/life/publication/quartly/pdf/80_04.pdf
http://www.myilw.co.jp/life/publication/quartly/pdf/80_04.pdf


年金以外の手当・給付金 

障害年金 

1級986,100円、2級788,900円 



   身体障害者補助犬 
●身体障害者補助犬 
  盲導犬、介助犬、聴導犬を総称  
 

●身体障害者補助犬法（ ２００２年） 

日本の補助犬１１４３頭 2012.8.17 
・盲導犬 １０４３匹 （北海道５７匹） 
・介助犬   ６２匹 （北海道  ２匹） 
・聴導犬   ３８匹 （北海道  ０匹） 

●補助犬の養成費 
  指導員費、えさなど、１頭当たりの訓練費は３００万円 
  国や自治体が経費の半分程度を助成、残りは寄付 



身体障害者 
補助犬 
① 
② 
③ 

2-1盲導犬.avi
2-2聴導犬.avi
2-3介助犬.avi


A市の課題 
① 障害者とその介護者の高齢化について 
② 入所・入院等からの地域生活への移行と定着について 
③ 就労支援の充実 
④ 相談支援の充実 
⑤ 権利擁護・虐待の防止 
⑥ 障害者の理解 

 B市の課題 
①在宅福祉サービスの充実 
②住まいの充実 
③日中活動の場の再構築 
④就労支援の推進 

⑤発達障害のある児童への支援    

   Ⅱ 課題   １ 生活の課題 



２ 就労の向上 

障害者雇用率:２０１３年４月１日施行 
 ○ 民間企業2.0％            （現行1.8％） 
 ○ 国及び地方公共団体2.3％    （現行 2.1％） 
 ○ 都道府県等の教育委員会2.2％ （現行 2.0％） 



３ 発達障害の課題 
○不登校（２０１０年 文部科学省）  
     小学校・中学校 119,891名 (1.13%) 

○ひきこもり（２０１０年 内閣府） 
     70万人（15歳～39歳人口の1.8％） 

文部科学省 
2012年   6.5％ 



心身機能 

健康状態 
（変調又は病気）  

身体構造  
活  動  参  加  

環境因子  個人因子 

国際生活機能分類（ＩＣF）2001年 世界保健機構（WHO） 

４ 障害者理解の推進 

ＩＣＦ:International Classification of Functioning, Disability and Health） 

心の
バリア
フリー 
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